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News letter

　2022年1月号のニュースレターを

お届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等

があれば、当事務所までお問い合

わせください。
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◆妊娠・出産を申し出た従業員への育休取得の意向確認等

◆就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き

◆女性活躍推進法における行動計画の策定等の拡大

◆傷病手当金の支給期間通算と施行前に受給していた従業員の扱い



1.個別周知・意向確認
　2022年4月以降、従業員本人から妊娠・出
産等の申し出や、従業員の配偶者の妊娠・出産
等について申し出があった場合、会社は育児休
業制度等をはじめとする一定の事項を従業員
に、個別に周知する必要があります。周知すべ
き事項は以下の4点です。

　この個別周知とともに、「育児休業の取得を
申し出するか」という従業員の意向を確認する
ことになります。なお、これらの個別周知・意向
確認の方法は、面談の他、書面を渡すことや、
従業員が希望したときにはFAXや電子メール
等を用いることもできます。

2.意向をどこまで確認するか
　意向確認の具体的な内容について、厚生労
働省が作成した意向確認書の様式例を見ると、
以下の4つの選択肢のうちから、従業員が該当
するものに「〇」をつけ、会社に提出する方法に
なっています。

　この意向確認について、会社がどこまで確認
する必要があるか迷いますが、指針・通達では、
意向確認の働きかけを行えばよいとされてお
り、具体的な意向を把握することまでを求める
ものではないとしています。当然、意向を把握す
ることが望ましいとは言えますが、従業員によっ
ては回答をしないケースも出てくることでしょ
う。今後の具体的な管理・運用方法の検討が
事前に求められます。
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妊娠・出産を申し出た従業員への
育休取得の意向確認等
2021年6月に成立した改正育児・介護休業法がいよいよ2022年4月から段階的に施行され
ます。4月に施行される改正点を大きく分けると、①育児休業を取得しやすい雇用環境整備、②
妊娠・出産の申し出をした従業員への個別周知・意向確認、③有期雇用労働者の育児休業・介
護休業の取得要件の緩和の3点になります。このうち②について確認します。

①育児休業・出生時育児休業に関する制度
②育児休業・出生時育児休業の申し出先
③雇用保険の育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・出生時育児休業期間
について負担すべき社会保険料の取扱い
※出生時育児休業に関することは2022年10月以降
が対象

・育児休業を取得する
・出生時育児休業を取得する
・取得する意向はない
・検討中
※出生時育児休業に関することは2022年10月以降
が対象

　個別周知や意向確認を行う前の「妊娠・出産等の申し出」とは、「妊娠 3ヶ月です」という申
し出や「〇月〇日が出産予定日です」というような申し出が該当します。妊娠・出産等の申し出
を把握しづらい状況も想定されるため、例えばあらかじめ申し出用の社内様式を用意して、その
様式を事前に周知しておき、書面を提出してもらうことで意向確認をしていく方法も考えられます。
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　過半数代表者が総務担当者になっているなど、代表者の選出が適切に行われていないケース
もあるようです。過半数代表者の選出が適正に行われておらず、変更した就業規則が無効である
といったトラブルにつながることも考えられます。適正な選出方法により過半数代表者を選出しま
しょう。

1.就業規則を変更した際の
意見聴取

　従業員数10名以上の事業所で、就業規則を
変更した際には、パートタイマー等の非正規従
業員を含む全従業員の過半数の代表者（以下、
「過半数代表者」という）の意見を聴き、所轄の
労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
過半数代表者には、あくまでも意見を聴くこ

とが求められており、届出する就業規則の内容
に同意をとる必要まではありません。書面（意
見書）に「異議なし」や「〇〇の変更について改
善を望みます」というように意見を書くことを求
め、就業規則に添付して届け出ます。
　また、意見書に改正内容等について異議が
ある意見が書いてあったとしても届出において
は問題なく、就業規則の変更の手続きにおい
て、意見を聴くというプロセスが法令で定められ
ています。
　なお、賃金を引き下げるといった従業員に
とって不利益な労働条件の取扱いに変更する
際は、従業員と会社の個別の合意等の適切な
手続きが必要であり、その実務については社会
保険労務士等の専門家にご相談いただくとよ
いでしょう。

2.パートタイム就業規則の
意見聴取

　正社員とパートタイマーの就業規則を別に作
成しており、パートタイム就業規則を変更し届
出を行う際には、正社員の就業規則と同様に、
過半数代表者の意見を聴くことになっていま
す。過半数代表者はパートタイマーである必要
はなく、また、パートタイマーの中から過半数代
表者を選ぶ必要もありません。ただし、パートタ
イマーの過半数代表者の意見を聴くことが望
ましいとされています。

3.過半数代表者の選出
　過半数代表者は、以下のいずれにも該当す
る必要があります。
①労働基準法第41条第2号に規定する監督
または管理の地位にある者でないこと

②就業規則の変更の際に、会社から意見を聴
取される者を選出することを明らかにして
実施する投票、挙手等の方法によって選出
された者であること

　過半数代表者を選ぶ際の母数となる従業員
数には、管理監督者やパートタイマー等の非正
規従業員も含まれます。正社員の過半数ではな
いことに留意しましょう。
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就業規則を変更した際の届出に係る
適切な手続き
改正育児・介護休業法が2022年4月より施行されることに伴い、今後、就業規則（育児・介護
休業規程）を見直し、労働基準監督署へ届け出ることになるでしょう。そこで今回は、就業規則
を変更した際の手続きに関するよくある質問をとり上げます。

社会保険労務士法人D・プロデュース
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女性活躍推進法における
行動計画の策定等の拡大
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、
社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

2022年4月から女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定・公表の義務対
象が、労働者数301人以上から101人以上の企業に拡大されると聞きました。この101
人以上とは正社員の数で判断すればよいですか。

「常時雇用する労働者数」で判断することになっており、正社員だけでなくパートタイマー
や契約社員、アルバイトなど、その名称に関係なく、無期契約の従業員、有期契約の場合
は過去1年以上継続して雇用している従業員や1年以上継続して雇用する見込みの従
業員を含みます。

なるほど。有期契約の従業員も労働者数に含める必要があるのですね。そうなると当社
は101人以上になりそうです。どのようなことを準備すればよいのでしょうか。

取り組むべき事項は、大きく分けて3つのステップに分かれています。①女性労働者の活
躍状況の把握と課題分析、②一般事業主行動計画の策定・社内周知・公表、③都道府
県労働局へ届出・年1回の情報公表の3つです。
①は、自社における採用者に占める女性比率や労働者に占める女性比率、平均勤続年
数の男女比、月別の平均残業時間数、管理職に占める女性比率など、自社の女性の活
躍に関する状況を把握します。その上で把握した内容をもとに自社の課題を分析します。

最後に、③として一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ます。ま
た女性の活躍に関する情報公表として、定められた項目から1項目以上を選択して外部
に向けて公表する必要があります。さらに公表した情報の内容は、おおむね1年に1回以
上更新し、いつの情報なのかがわかるように更新時期を明記することになっています。

活躍状況の把握と課題分析ですか。時間がかかりそうです。

確かに様々な数字の確認が求められますね。そして、②として状況把握、課題分析の結
果から、女性活躍を推進するための計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を
盛り込んだ行動計画を策定します。策定後には、すべての従業員に行動計画を周知し、
自社のホームページに掲載するなど外部にも公表を行う必要があります。

次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画と同じように、周知・公表が必要な
のですね。

社労士

ONE 
POINT

① 2022年4月から女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定・公表の義務対 
　象が、301人以上から101人以上に拡大される。
② 2022年4月1日までに101人以上300人以内の企業は、一般事業主行動計画の策定・ 
　情報公表を行う必要がある。

社会保険労務士法人D・プロデュース



1.支給期間の通算方法
　傷病手当金は私傷病で一定期間連続して受
給する他、同じ傷病であっても期間を空けて断
続的に受給することがあります。例えば、以下の
ような申請事例が考えられます。

　このケースでは2022年3月１日～3日まで
の3日間が、傷病手当金が支給されない「待期
期間」、2022年3月4日が支給開始日となり、
支給される最大の日数は2023年9月3日まで
の549日間となります。
　これに対し、受給した期間からそれぞれ残り
の支給日数を確認すると、①は549日－38日
=511日、②は511日－10日=501日、③は501
日－31日=470日となります。支給満了日は、
残りの支給日数が0日となる日であるため、③
の期間が終了した翌日（2022年６月11日）よ
り連続して470日間労務不能であった場合は
2023年9月23日、支給期間の合間に合計し
て40日間就労した場合は2023年11月2日と
なります。

2.2021年12月31日以前の　 
　受給者

　今回、2022年1月1日以降に支給される傷
病手当金から変更となりましたが、2021年12
月31日以前に支給開始日があり、2021年12
月31日時点で支給開始日から1年6ヶ月が経
過していない場合は、改正後の考え方の対象に
なります。
　そのため、2020年7月2日以降が支給開始
日の傷病手当金については改正後の対象とな
り、その支給期間は、以下の事例が示すように
考えます。
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傷病手当金の支給期間通算と
施行前に受給していた従業員の扱い
私傷病で会社を休み給与が支給されないときで、一定の要件を満たしたときは、健康保険の傷
病手当金が支給されます。傷病手当金が支給される最長の期間は支給開始日から暦日で1年
6ヶ月ですが、2022年1月1日以降、支給期間を通算して1年6ヶ月になりました。そこで、改正
点について具体的事例を用いながら確認します。

①2022年3月1日～4月10日 労務不能
　（支給期間：38日間）
②2022年4月11日～4月20日 労務不能
　（支給期間：10日間）
③2022年5月11日～6月10日 労務不能
　（支給期間：31日間）

　支給開始日が2020年7月2日で、2020年
7月2日～31日（30日間）の傷病手当金が支
給されているときは、まず、2021年12月31
日で、支給開始日から起算して1年6ヶ月を
経過していないため、改正後の規定が適用
される。
　その支給日数は、2020年7月2日から
2022年1月1日までの549日であり、2022
年1月1日時点で、既に30日分の傷病手当金
が支給されているため、2022年1月1日時点
の残りの支給日数は519日となる。

　傷病手当金が支給される最長1年 6ヶ月間のカウントは、同一の傷病についてです。異なる
傷病で傷病手当金を受けるときには、通算することなく、傷病ごとで最長1年 6ヶ月をカウント
します。この際、同一傷病の判断は協会けんぽ等の保険者が行うことになっています。

社会保険労務士法人D・プロデュース
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課題はデジタル化への対応
　上記調査結果から、中堅・中小企業において
コロナ禍で表面化した課題をまとめると、表1
のとおりです。

　デジタル化・オンライン化へのさらなる対応
が50％を超えました。また既存事業の需要減
少への対応と、既存事業の需要拡大へのさらな
る対応を課題とする企業を合わせると、60％近
い割合になっています。

需要創造のための取組は
　次に同調査結果から課題への対応として、中
堅・中小企業の需要創造に向けた取組をまと
めると表2のとおりです。
　既存事業の強化が50％近い割合となりまし
た。次いで、デジタルの活用・投資が40％を超
えました。組織・人員体制の見直しや顧客・販

売先の多様化も20％を超えています。新規事
業の立ち上げも20％近い割合です。

経営資源不足が課題に
　こうした需要創造の取組を進める上でのボト
ルネックをみると、専門的な人材や知識、ノウ
ハウの不足が51.0％と半数を占めました。その
他、人手不足が23.2％、職場内での認識・理解
不足が16.9％、資金不足が7.3％などとなってい
ます。中堅・中小企業において、経営資源不足
が需要創造に向けた取組への課題となってい
ることがうかがえます。

　新年を迎えるこの時期、今後の取組などにつ
いて、改めて考えてみてはいかがでしょうか。 

コロナ禍で表面化した
中小企業の課題とその対応
コロナ禍での事業活動で、さまざまな課題に直面した企業は少なくないでしょう。ここでは2021
年10月に公表された調査結果※から、コロナ禍で表面化した中小企業等の課題とその対応状
況をご紹介します。

財務省「新型コロナウイルス感染症による企業活動への影響と
ポストコロナに向けた新たな事業展開や需要創造等の対応（特
別調査）」より作成

【表1】コロナ禍で表面化した課題 （複数回答、％）
デジタル化・オンライン化へのさらなる対応 53.6  
既存事業の需要減少への対応 36.3
既存事業の需要拡大へのさらなる対応 22.9
サプライチェーンの多元化・強靭化 11.6
事業拠点の特定国・地域への集中の緩和 3.1
その他 7.8
特になし 14.2

財務省「新型コロナウイルス感染症による企業活動への影響と
ポストコロナに向けた新たな事業展開や需要創造等の対応（特
別調査）」より作成

【表2】需要創造に向けた取組 （複数回答、％）
既存事業の強化 49.8
デジタルの活用・投資 42.2
組織・人員体制の見直し 22.2
顧客・販売先の多様化 20.9
新規事業の立ち上げ 19.9
他社等との連携 16.1
M&Aの活用 （合併・買収） 5.9
その他 2.1
対応・取組は困難 3.1
必要性を感じない 12.7

※財務省「新型コロナウイルス感染症による企業活動への影響とポストコロナに向けた新たな事業展開や需要創造等の対応（特別調査）」
　2021年9～10月に各財務局が全国計1,228社に対して行ったヒアリング結果をまとめたものです。うち中堅企業（資本金1億円以上10億円未満）は302社、
中小企業（資本金 1億円未満）は 315 社となっています。詳細は次の URLのページから確認いただけます。https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/
kannai/202103/tokubetsu.pdf
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33.3％がテレワークを実施
　上記調査結果によると、正社員がテレワーク
を行っている企業の割合は33.3％です。規模別
では、500人以上が64.3％、100人以上500
人未満が33.6％、50人以上100人未満が
21.9％でした。

34.7％が経費を負担
　上記のテレワークを行っている企業のうち、
テレワークに対する経費を負担している企業
は34.7％でした。規模別では、500人以上が
29.1％、100人以上500人未満が34.2％、50
人以上100人未満が41.6％となりました。

負担額は平均で4,101円
　経費の支給方法では、定額を毎月支給する、
実費を毎月支給するなどの方法があります。こ
のうち、毎月定額を支給している企業における
支給額をまとめると、右表のとおりです。
　規模計（回答企業全体）では、3,000円以上
4,000円未満が34.7％、5,000円以上6,000
円未満が26.4％で、2つの範囲で全体の6割
程度を占めています。
　最高額はすべての規模が10,000円、最低額
は100人以上 500人未満以外で1,000円と
なっています。平均額は規模計が4,101円で、規

模によって3,000円台後半から4,000円台前
半と差がみられます。

　貴社でテレワーク経費を負担する際の参考
になりましたら幸いです。 
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テレワークに対する経費を負担する
企業の割合
コロナ禍で普及したテレワーク。ここでは2021年9月に発表された調査結果※から、在宅勤務と
してのテレワークに対する企業の経費負担状況などをみていきます。

※人事院「令和 2年民間企業の勤務条件制度等調査結果」
　2020年 10月 1日現在における常勤従業員数 50人以上の調査対象企業から、無作為に抽出した約 7,500 社を対象に 2020年 11～12月に実施した調査で
す。有効回答数は約 4,100 社です。ここでのテレワークは、ICTを利用して行う在宅勤務をいいます。詳細は次の URLのページから確認いただけます。https://
www.jinji.go.jp/toukei/0111_kinmujouken/0111_ichiranr02.html

人事院「令和2年民間企業の勤務条件制度等調査結果」より作成

規模計
500人 
以上

100人以上 
500人未満

50人以上 
100人未満

1,000円未満 - - - -
1,000円以上 
2,000円未満

5.0 6.7 - 12.5

2,000円以上 
3,000円未満

15.6 12.4 13.3 21.5

3,000円以上 
4,000円未満

34.7 34.9 46.3 14.4

4,000円以上 
5,000円未満

5.7 9.8 2.2 9.2

5,000円以上 
6,000円未満

26.4 33.6 21.3 30.9

6,000円以上 
7,000円未満

3.4 - 6.6 -

7,000円以上 
8,000円未満

- - - -

8,000円以上 
9,000円未満

- - - -

9,000円以上 
10,000円未満

- - - -

10,000円以上 
11,000円未満

9.2 2.5 10.3 11.5

最高額 10,000 10,000 10,000 10,000

最低額 1,000 1,000 2,000 1,000

平均額 4,101 3,694 4,243 4,107

テレワークに対する経費を毎月負担している場合の
支給月額別企業割合と金額 （％、円）

社会保険労務士法人D・プロデュース



仕事は始めが肝心です。取引先の仕事開始日を踏まえて、新年の挨拶回りなどを滞りなく実施す
ると、気持ちよいスタートがきれるでしょう。

　所得税の還付を受けるための確定申告書の提出は、2月15日以前でも可能です。早く申告を行えば、早く還付が受けられ
ます。

　その年の1月1日現在所有している償却資産について、1月中に市区町村へ申告します。納付税額は、市区町村から土地・
建物等の固定資産税と一緒に後日通知されます。

　第4期分の個人の道府県民税と市町村民税の納付月です。納付期限は、市町村の条例で定める日です。資金繰りも考慮
した上で、納付もれのないようにしましょう。

　本年分の給与所得者の扶養控除等申告書の回収が済んでいるか、今一度確認しましょう。回収期限は、本年最初の給与支
払日の前日です。個人番号記載に係る本人確認や、必要事項の記載もれがないかどうかの確認をしましょう。また、昨年の給与
に係る源泉徴収票は、年末調整の対象者か否かに限らず、すべての給与受給者に交付しましょう。

　毎年1月は各種法定調書の提出月です。法定調書には、源泉徴収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書などがあります。
各調書には税務署や市区町村への提出の要件が定められています。税務署から送付される説明書などを確認の上、提出しま
しょう。

　私傷病で欠勤した場合に受け取れる傷病手当金の取扱いが、2022年1月から変わります。これまでは、支給期間は支給
が開始された日から最長1年6ヶ月で、途中で仕事に復帰した後に再び同じ傷病で欠勤した場合でも、支給開始日から1年
6ヶ月を超えると支給されませんでした。改正後は、支給開始日から支給期間を通算して1年6ヶ月間支給されることになり
ます。

　2022年1月1日より、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所の労働時間を合計した
週の所定労働時間が20時間以上、かつ、それぞれの事業所において雇用見込みが31日以上である場合、特例的に雇用保
険の被保険者（マルチ高年齢被保険者）となることができます。資格の取得・喪失手続きは、労働者本人が行います。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設

傷病手当金の支給期間の取扱い変更

還付申告 （所得税の確定申告）の受付開始

固定資産税の償却資産に関する申告

個人の県民税・市町村民税の納付 （第4期分）

給与所得者の扶養控除等申告書の回収と源泉徴収票の交付

各種法定調書の提出

06

07

05

04

03

02

01

お仕事備忘録　WOR K R EMINDER
1月号 / 2022

社会保険労務士法人D・プロデュース



新年を迎え、気持ちも新たに仕事をスタートさせましょう。新年早々やるべきことがたくさんあり
ます。もれのないように計画的に業務を進めましょう。

日 曜日 六曜 項　　目
1 土 先負 元日
2 日 仏滅
3 月 赤口

4 火 先勝 ●健康保険・厚生年金保険料の支払 （11月分） 
●所得税の還付申告の受付開始 （令和3年分）

5 水 友引 小寒
6 木 先負
7 金 仏滅
8 土 大安
9 日 赤口

10 月 先勝 成人の日
11 火 友引 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付 （12月分）
12 水 先負
13 木 仏滅
14 金 大安
15 土 赤口
16 日 先勝
17 月 友引
18 火 先負
19 水 仏滅

20 木 大安 大寒 
●源泉所得税の納期限の特例納付 （前年7～12月分）

21 金 赤口
22 土 先勝
23 日 友引
24 月 先負
25 火 仏滅
26 水 大安
27 木 赤口
28 金 先勝
29 土 友引
30 日 先負

31 月 仏滅

●健康保険・厚生年金保険料の支払 （12月分） 
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払 （第3期分）　※口座振替を利用しない場合 
●労働者死傷病報告書の提出 （休業日数1～3日の労災事故 [10～12月] について報告） 
●個人の県民税・市町村民税の納付 （第4期分）　※市町村の条例で定める日まで 
●税務署へ法定調書の提出 
●市区町村への給与支払報告書の提出 
●固定資産税の償却資産に関する申告 
●給与所得者の扶養控除等申告書の回収　※最初の給与支払日の前日まで 
●給与所得の源泉徴収票の交付

お仕事カレンダー　WOR K CA LENDA R
1月号 / 2022

社会保険労務士法人D・プロデュース



 

 

 

新年明けましておめでとうございます。 

社会保険労務士法人 D・プロデュース 代表の越石です。 

旧年中は、ひとかたならぬご厚情と温かいご指導を頂きましてありがとうご

ざいました。2022年もお客様のご要望に少しでもお応えできるように 

社員一丸となってお客様のお役に立てるように尽力して参ります。 

さて、昨年の状況を振り返りますと、端的に大変な一年でした。 

新型コロナウィルス感染拡大からほぼ 2年。あらゆる業種の企業が非常に厳しい状況に 

直面したのではないでしょうか。 

業種業界によっては、企業努力だけでは、経営が立ち行かなくなる状況もあったことと思い

ます。 

昨年末からは、新たなオミクロン株の出現で混迷を増しておりますが、 

このような時代だからこそ、私たちは、「お客様に喜んで頂く」という基本に立ち返って地

道にできることを一つずつ目の前の出来る事から取り組んでいきたいと思います。 

人事労務の支援を通じてお客様の業績向上に役に立ち、そしてそこで必死に働く社長や社

員の皆様に喜んでい頂くことが私たちの喜びです。ぜひ、何でも結構ですので気になること

があれば、当社の担当に遠慮なくご相談下さい。 

 

話は変わって、当社の取組をご報告しますと今年は、寅年ですのでトラにちなんでテーマを 

「虎穴に入らずんば虎子を得ず（危険を避けてばかりでは大きな成果は得られない）」 

として活動していく予定です。 

具体的には、昨年 10月に設立した有限会社 D・プロデュースの経営を加速させます。 

この新法人では、訪問介護事業、居宅支援事業、障害者グループホーム事業など介護・福祉

事業を展開します。 

社会保険労務士法人とのシナジーを活かしながら、アウトソーシングの幅を拡げて行く予

定です。3年を目途に新たなアウトソーシングサービスをリリース予定ですので 

介護・福祉事業の皆様は楽しみにしていて下さい。 

 

同業の仲間からは、そんなに頑張ってどうするの？何をしたいの？と 

からかわれたりしますが、個人的には、とにかく動き続ける！自分にプレッシャーをかけて

頑張る！ことの連続が自分の成長とお客様の成長に繋がると信じて 

体力続くかぎり走っていきます。応援宜しくお願い致します（笑）。 

 

冗談は横に置いておいて新会社での新たなチャレンジとともに 

社労士法人として本年もさらなるサービス向上に向け、気持ちを新たに取り組んで参りま

すので、お気づきの点やご要望等ございましたら何なりとご指導お願い致します。 

 

本年も変わらぬご愛顧のほど心よりお願い申し上げます。 

 

 

℡ 045-226-5482 FAX 045-226-5483 

E-Mail info@d-produce.com 

編集後記 

 

  2022年1月号 
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